
山林を相続するにあたって、
注意しておくことはありますか？

定期的に遺言相続セミナーを市民センター等で開催。
希望者の方には無料相続相談会も開催しています。
日時、内容等、下記の事務所にお問合せ下さい！

　山林を相続する際には、将来的な管

理と活用を見据えて、様々な点に留意

する必要があります。

　まず、隣接する土地との境界を明確

にするために、測量や立ち会いを行い、

境界標を確認しましょう。また、法務

局で登記情報を取得し、誰が所有者で

あるかを確認します。もし未登記であ

れば、登記手続きをご自身又は司法書

士を通して行う必要があります。

　そして、山林を所有すると、固定資

産税が毎年課税されるため、評価額と

税率を確認し、納税の準備をしておく

ことが重要です。また、倒木や竹の繁

殖を防ぐなど、適切な管理を行う責任

も発生します。

　山林の活用方法の主な例としては、

木材の販売、レジャー利用などが考え

られます。管理が難しい場合は、専門

家に相談し売却ができるかどうかを確

認することも必要でしょう。不要な場

合では、相続放棄という選択肢もあり

ますが、これには期限があるため、お

早めの手続きが必要になります。

　もし、手続きや管理に不安がある場

合では、司法書士や土地家屋調査士な

どの専門家に相談することをお勧めし

ます。また、専門家に同行してもらう

などの安全を確保して、実際に山林を

見に行き、状況を把握することも重要

になります。

　更に、林業に関する法令や地域の条

例を確認することも大切です。火災や

自然災害に備えて、賠償責任保険の加

入も専門家に相談してください。

　また、相続人が複数いる場合には、

共有名義となるリスクを理解し、共有

とする場合では、遺産分割協議で管理

や処分に関するルールを明確に定めて

おくことも重要です。

　山林の維持には費用と手間がかかり

ます。この費用と手間を考慮した上で

活用方法を検討しましょう。その為に

は、長期的な視点で山林の維持管理計

画を立て、相続手続きは早めに進める

ことが大切です。地域の森林組合や自

治体から情報を収集することも必要に

なります。

　ご自身のみで行うことは困難が多い

と思われますので、お早めに行政書士

などの専門家にご相談ください。

　　　（行政書士兼 FP　飯田　利治）
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飯田　利治行政書士

費用と手間について関係者との連携が必要です。
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相続税の算定ルールの見直しに

ご注意してください。

非上場株の相続について、
教えてください。

　非上場の会社様と想定してご説明

いたします。

　非上場株の相続については、相続

税の算定ルールの見直しが予定され

ています。これから制度の変更があ

るかもしれませんが、現状では非上

場株の場合、相続税は会社の規模に

応じて 3 種類の方式が適用されます。

　大規模会社の場合は、事業などが

類似する企業と比べて株式の時価を

評価する「類似業種比準方式」（①）

を原則的に適用します。

　原則的にというのは、会社の資産

や負債に基づいて株価を算出する「純

資産価額方式」（②）を選ぶこともで

きるからです。

　中規模の会社だと、原則が①と②

の併用方式を適用で、②も選択可能に

なっています。

　小規模の会社の場合は、原則が②

になり、併用方式が選択可能となっ

ています。

　この会社規模の分類は、従業員数

年間売上高、資本金の額、総資産額

などを基準として判定されます。

　大規模は、従業員数や売上高、資

本金の水準が非常に高い企業。中規

模は、大規模企業ほどではないが、

一定の規模と安定した経営基盤を持

つ企業。小規模は、従業員数や売上

高が比較的少なく、資本規模も小さ

い企業です。一般にいう中小企業で

すが、成長が期待されている企業も

存在します。

　なぜ見直しがされているかについ

て、ご説明しておきます。実は、①と

②によって評価額に差が出ているか

らです。二つの方式による評価額の

中央値を比べると、①を適用すると②

の約 4 分の 1 の水準になるようです。

　つまり、会社の規模が大きいほど

②を適用するのに比べて、評価額が

低く算定される傾向にあるというこ

とです。小規模の会社だと①が選択

できないので、不公平感が出ていま

す。大規模の会社として①を適用す

るために従業員を増やして税負担を

軽減する納税者もいたようです。

　事業の相続は会社の財産を時価で

算出しなければならないので、税理

士の先生にお願いするのが安心だと

思います。

　　   （行政書士兼 FP　高田　哲朗）

遺言者の遺言能力が不十分だと遺言が

法的に無効になる可能性があります。

遺言能力が問題になるって、
どういうことですか？

　遺言については一般的に、①遺言能

力、②方式の順守（日本では自筆証書

遺言、公正証書遺言等）、③意思の自

由、④内容の適法性、⑤署名押印の五

要素が満たされていれば有効と認め

られます。

　「遺言能力」とは、遺言者が法律上

有効な遺言を作成するために必要な

判断ができる能力を有していること

を言います。民法では満 15 歳以上で

あれば遺言をすることができる（民

法第 961 条）とされていますが、遺

言作成時点で遺言内容を理解し自ら

の意思で決定できる能力を持ってい

ること、すなわち遺言者の意思表示

が真正であることが求められます。

遺言は遺言者の「真意」に基づいて

作成されるものだからです。

　遺言能力が問題になるケースとし

て、例えば認知症や精神疾患の影響

のもとで遺言内容を理解したり意思

決定する能力が低下している場合、

強制や不当な第三者の影響があった

場合、遺言書の筆跡が本人のものか

疑われたり遺言書作成の過程に疑義

が生じた場合、遺言者の健康状態が

本当に意思決定できる状態だったの

か不明な場合などがあります。実際

に、遺言者が自身の財産の内容や遺

言の意味を理解できていなかった可

能性が高いと判断し、遺言を無効と

した判例があります（令和 4 年 4 月

26 日東京地裁判決）。

　このようなことから、遺言を作成

する際には遺言能力が十分であるこ

とを証明できる証拠を準備すること

も場合によっては必要です。例えば

医師の診断書や証人の証言が挙げら

れます。遺言の方式には自筆証書遺

言、公正証書遺言、秘密証書遺言が

ありますが、公正証書遺言は公証人

と二名の証人の立ち合いのもと作成

されるため公的な証拠と考えられま

す。さらに遺言の形式には当てはま

りませんが、遺言作成時の映像・録

音を残すことも一案です。

　せっかく想いをこめて書いた遺言

が無効にならないようにしたいもの

です。法律の専門家に相談しながら

作成することで遺言能力に問題がな

いことを明確にして後の争いを防ぐ

ことができます。

　　　　    （行政書士　半田　直子）
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